
至急・重要 

日 薬 業 発 第 24 号 

令和２年４月 11 日 

 

 都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

                                           日 本 薬 剤 師 会 

                                              副会長 田尻 泰典 

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 

時限的・特例的な取扱いについて 

 

 

平素より本会会務に格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省医政局医事課および医薬・生活衛生局総務課より別

添のとおり連絡がございましたのでお知らせいたします。 

オンライン服薬指導・電話服薬指導の拡充等が盛り込まれた「新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策」の閣議決定については、令和２年４月８日付け日薬業発第 18

号にてお知らせしたところですが、昨日、同対策を踏まえた時限的・特例的な取扱い

が示されました。 

本取扱いには、医師が対面診療または電話診療等が行われ、処方箋が交付された場

合、患者の同意を得て医療機関から患者の希望する薬局へファクシミリ等により処方

箋情報が直接送付されること、その際には処方箋の備考欄に「0410対応」と記載され

ることや、感染者であり自宅療養または宿泊療養の軽症者等に対する処方箋には「CoV

自宅」「CoV宿泊」と記載されること等が示されています。 

 これに伴い、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器

を用いた診療や処方箋の取扱いについて」（令和２年２月28日厚生労働省医政局医事

課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）及び「新型コロナウイルス感染症患者の増加

に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」（令和２年３

月19日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡）は廃止とな

ります。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へ速やかにご周知下さいますようお願

い申し上げます。 



                        事 務 連 絡  

                           令和２年４月 10 日 

 

 

公益社団法人日本薬剤師会 御中 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 

 

 

新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 

時限的・特例的な取扱いについて 

 

 

 標記について、別添のとおり、各都道府県等衛生主管部（局）宛てに事務連絡を発出し

ましたので、御了知いただくとともに 貴管下の関係者へ周知いただきますようお願いいた

します。 
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